
B25-900044 承認年月：2025年4月

補償期間

2025年7月

2026年1月

※毎月25日YBS必着で申込書を提出いただきますと、翌月1日からの加入（補償開始）となります
中途加入の保険料は、表のとおりです。

保険料は原則として、加入月の翌々月の給与天引きとさせていただきます。



ご自身のケガの補償 相手への補償（賠償責任）
同居のご家族等も被保険者に含まれます

補償内容の例

自転車傷害
プラン

〇 〇 × × × 〇 〇 〇

傷害プラン 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

・自転車で転倒して
ケガをした

・自転車とぶつかって
ケガをした

・歩いていて転倒した ・運動中にケガをした・階段で滑って
ケガをした

・自転車で歩行者を
轢いてしまった

・旅行先で高価な物を
壊してしまった

傷害プランセット内容自転車傷害プランセット内容 保険料は年払い 保険料は月払い

※詳細は店舗配布の「団体傷害保険のご案内」、またはフレッシュネットのＹＢＳ保険からご確認ください。

３，０００円

自転車保険義務化には
こちらの補償で

対応いただけます。

・階下の他人宅に
水ぬれ損害を
与えた


